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法規

①法律と倫理規範 法律＝倫理の最低限のルール

イメージ

医療制度

②薬学と社会

医療を提供する側
から見たの法律

提供者 薬剤師法、医師法など

提供施設 薬機法、医療法など

③社会保障制度と医療経済

医療を受ける側
から見た法律

医療保険制度、後期高齢者医療、
介護保険制度など、

④地域における薬局と薬剤師
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法律と倫理規範

法と倫理

倫理的責任 自律的な規範 行動規範、道徳、倫理

法的責任

他律的な規範
社会が求める倫理のうち、最低
限守るべきものを国家が法的強
制力を持たせたもの。

詳しくは社会と薬学の項で

法律の前に倫理がある

法規

倫理規範

生命倫理

・自律尊重の原則
・善行の原則
・無危害の原則
・正義の原則

医の倫理の変遷

ヒポクラテスの誓い：医師の倫理や任務を神に誓わせた
→ジュネーブ宣言：医師の倫理
(→ニュルンベルク綱領：ナチスの非道な人体実験に対し)
→ヘルシンキ宣言：人体実験の倫理規定

(ｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞｺﾝｾﾝﾄ、倫理委員会の審査規定)
→リスボン宣言：患者の権利宣言

関連：治験

医の倫理の具体化が法令やガイドライン
などに反映されることがある

日本薬剤師会
薬剤師綱領

薬剤師行動規範

✕ 国、大臣、厚労省

倫理的問題死

定義

心臓死死の3兆候

・心拍停止
・呼吸停止
・瞳孔散大・対光反射消失

大脳死植物状態。生命維持機能あり

脳幹死生命維持機能なし

全脳死「脳死した者の身体」臓器移植術のための
臓器摘出認めている

尊厳死
自分の意思で自分の望む形で最期を迎える

実現のため
インフォームドコンセント

リビングウィル生前に延命治療
どうするか表明

安楽死

我が国では安楽死とその実施を積極的に認めていない

種類
消極的安楽死延命治療行わない

積極的安楽死自殺幇助、慈悲殺

医療人の
こころ構え

インフォームドコンセント
知る権利

その患者に必要or患者が知りた
い情報全てを、わかりやすく説
明して患者が理解すること

患者の自己決定権知って理解した上で
自己決定すること

ハインリッヒの法則医療事故（アクシデント）の前には
ヒヤリ・ハット事例（インシデント）が隠れてる

医薬品の創製と供給治験はGCPとかで

生涯教育
支援団体日本薬剤師研修センターなど

認定制度研修認定薬剤師制度日本薬剤師研修センター
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薬学と社会

法律の構成と一般法

身分法

概要 一条が目的ではなく任務＝身分法
→その職種が社会に対して負う使命が大切

薬剤師法

医師法

任務 薬剤師と同じ 国民の健康な生活を確保

業務

医業の独占 薬剤師と違い、例外がない！

診療応需義務 正当な理由がない限り～

無診察治療等の禁止

処方箋の交付義務 原則、必要なら交付しろ

歯科医師法

保健師助産師看護師法

法規

医療法

危ない系
管理薬に関する規制

毒物及び劇物取締法

（機構法）
薬害と健康被害救済制度

医薬品医療機器等法
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社会保障制度

日本の社会保障制
度の枠組みと特徴

日本国憲法25条
すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生
の向上及び増進に努めなければならない。

分類方法

支え方(制度)

運営方式
社会保険方式 主に加入者からの保険料が財源

社会扶助方式 租税が財源

社会保障の給付と財源

財源

給付費

医療保険制度

療養担当規則
と保険給付

公定価格

診療報酬

介護報酬

薬価基準制度

法規-③社会保障制度と医療経済

関連する制度

公費負担医療制度

医療扶助、公衆衛生、社会福祉関係のものがあり、
全額公費負担の場合と健康保険との双方で負担する場合がある

例
生活保護制度

感染症法に基づく結核医療

など

介護保険制度

運営方式社会保険方式国民が公平に負担する

保険者市町村(特別区)

被保険者

第１号被保険者65歳以上の居住者

第２号被保険者
医療保険入ってる40～64歳の居住者で医療保険加入の者

基本は、保険料は医療保険の保険者が介護保険料を上乗せ

保険給付

自己負担は
原則、1割

介護給付

要介護状態に対して

市町村(特別区)の要介護認定受ける

内容

在宅サービス
居宅療養管理指導

通所介護(デイサービス)など

施設サービス介護老人福祉施設など

予防給付

要支援状態に対して

市町村(特別区)の要支援認定受ける

内容介護予防サービス介護予防居宅療養管理指導など

在宅のみ

サービス利用までの流れ

市町村の認定

要介護状態原則6ヶ月にわたり継続して常時介護を要
すると見込まれる状態。1～5の状態区分

要支援状態常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化防止
に支援を要すると見込まれた状態など。
1～2の状態区分

ケアプラン等作成用語ケアマネージャー(介護支援専門員)

医師、薬剤師、看護師、保健師等が
実務経験、試験、講習、研修でなれる

介護報酬の仕組み

公定価格-介護報酬

居宅療養管理指導費などについてのみ。
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医療保険制度
種類

被用者保険

職域保険とも。職場に勤めている人の保険 職場によって入る保険(or共済組合)が異なる

健康保険

健康保険法

保険給付の種類

医療給付

療養の給付
・診察
・薬剤や治療材料の給付
・処置などの治療
・居宅での療養の看護など
・入院や看護

詳しくは療担規則と保険給付
のマインドマップで

いろいろ 入院時食事療養費とか

傷病手当金、埋葬料出産手当金など

各種共済組合、船員保険

国家公務員共済組合法とか

国民健康保険

国民健康保険法

制度の対象者

（保険者）
都道府県、特別区、市町村

最後の受け皿

対象者
以下に加入していない人
･職域保険･後期高齢者医療制度
･国民健康保険組合加入者･生活保護

(保険者)
国民健康保険組合

同種の事業又は業務に従事する者を組合員として組織する

対象者 組合員

保険給付 療養の給付は同じ

後期高齢者医療制度

(関連)
高齢者の医療確保
に関する法律

目的
•制度間の医療費負担の不均衡の調整
•医療費の適正化（適正化計画）
•保険者による健康診査等の実施

高齢者医療確保法

後期高齢者医療制度

対象者 ・75歳以上の人
・65歳以上75歳未満の一定の障害がある人

運営主体 後期高齢者医療広域連合

基本 75歳になったら医療保険を脱退して
後期高齢者医療制度に編入される

一部負担金 原則、1割

保健事業

費用 費用は原則、保険者負担で実施する

内容

40歳以上の
医療保険加入者

特定健康診査 ＝メタボ健診のこと

特定保健指導 特定健康診査の結果が悪かった人に対する指導

後期高齢者制度の加入者 健康診断など

法規-③社会保障制度と医療経済-社会保障制度

成り立ち

大正11年：健康保険法明治後半、大企業(鉄鉱所とか)の労働問題
→企業内に共済組合発足→政府の監視下に

(全面改定で強制化)
昭和33年：国民健康保険法それまで自営業、農民

などは無保険だった

昭和36年：国民皆保険制度実現加入する制度は職業、
年齢によって決まるので選べない




